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関東地方整備局では、平成２０年度に「土木工事書類作成マニュアル」策定を契機

に工事書類の簡素化に努めています。

平成２８年度には、関係業団体から寄せられた書類削減に関するご意見を踏まえ、

各都県の建設業協会と共同で工事関係書類のスリム化（簡素化）点検を実施しました。

平成３０年度には、このスリム化点検で把握した工事関係書類の作成実態を踏まえ

て「土木工事書類スリム化ガイド」を策定しました。

令和３年度には、関係業団体との意見交換会における工事書類簡素化に関するご意見

やインフラＤＸや働き方改革を推進する観点が求められる中、関係業団体への意見照会

も実施し、「土木工事電子書類スリム化ガイド」の改定を行いました。また、改定にあ

わせて「設計変更審査会」を「設計審査会」に改称し、工事着手前に設計審査会におい

て工事工程のクリティカルパスの共有、受発注者間で作成書類の役割分担の明確化を図

るとともに、工事監督支援業務の共通仕様書にスリム化ガイドに留意することを位置づ

け、現場技術員等への徹底を図っています。

令和７年３月には、受注者へのアンケート調査結果において、ご要望のあった事項や

監督職員等からの誤った指摘のあったもの等を精査し、その具体的な対応をスリム化ガ

イドへ盛り込み、いわゆる２０２４問題を見据えた働き方改革の更なる推進のため更新

を行いました。

今回、新たな受注者へのアンケート調査結果において、ご要望のあった事項や監督職

員等からの誤った指摘のあったもの等を精査し、スリム化ガイドを更新しました。

スリム化ガイドは関東地方整備局ＨＰに掲載するとともに、関係業団体、受注者、監

督職員、検査職員、現場技術員及び施工体制調査員においてはこのスリム化ガイドに基

づき工事書類の簡素化（スリム化）に取り組むよう周知徹底を図っています。

今後も更なる工事書類のスリム化（簡素化）に努めるとともにインフラ分野のＤＸ

を推進し、工事の円滑な施工、働き方改革の推進に取り組みます。

令和８年３月

関東地方整備局
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１．目的、適用

１



本ガイドでは、関東地方整備局（港湾空港関係、営繕関係を除く）発注工事の工事関

係書類を必要最小限に簡素化（スリム化）するための方法や削減可能な工事書類を

紹介している。（各種法令や諸基準等で規定された書類の作成、提出を削減するも

のではない。）

受注者及び発注者、監督職員、検査職員、現場技術員・施工体制調査員（以下、「発

注者等」）は、本ガイドに基づき工事書類の簡素化（スリム化）に取り組むものとする。

発注者等から本ガイドに反する指摘等を受けた場合は、発注者等へ本ガイドを提示

し、ル－ルの再確認を行うものとする。

土木工事電子書類スリム化ガイドの位置付け

※ ただし、受注者の社内で必要とされる工事書類の作成を妨げるものではない。

また、本ガイドで提出不要としている資料でも、受注者の意思で提出された場合は、受

領を妨げるものではない。（例えば、「施工体制台帳に添付が不要な書類の事例」に

記載の書類が添付書類に含まれていたため、受注者にそれを抜いて再提出させる等

は不要）

１．目的、適用

（参考） 土木工事電子書類作成の根拠となる主な諸基準及び様式

・ 土木工事電子書類作成マニュアル
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html

・ 土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、土木工事写真管理基準
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000035.html

・ 「土木工事共通仕様書」を適用する請負工事に用いる標準様式
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html

・ 施工体制台帳、施工体系図等
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html

・ 工事現場等における施工体制の点検要領
https://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku/130417/04/04-1.htm

・ 工事請負契約における設計変更ガイドライン（統合版）
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000206.html

・ 工事完成図書の電子納品等要領、オンライン電子納品実施要領
http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/

・ 電子納品等運用ガイドライン、土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン
http://www.cals-ed.go.jp/cri_guideline/

・ 関東地方整備局における建設現場の遠隔臨場の取り組み
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000212.html

２



２．全ての書類は電子化

ＡＳＰを活用し書類は電子データで管理

• ASP（情報共有システム）は、 書類の作成や受発注者間のやりとりをWEBを通して 行うシス

テムで、書類を電子データで管理。

• 「工事書類の処理の迅速化」を図り、 建設現場の働き方改革、生産性向上に寄与。

受注者 発注者

オンライン電子納品

成果品もWEBを通じて納品 ＣＤ納品不要

４．コリンズ（CORINS）登録は書類不要

• 登録の確認依頼は、コリンズ登録内容確認システムからの監督職員へのメール送信のみ。

• 変更時と工事完成時の間が土・日曜日、祝日を除き１０日に満たない場合は、変更時の
登録は不要。

３．ＡＳＰ（情報共有システム）の選定は書類不要

• ＡＳＰ（情報共有システム）のシステム選定や契約にあたり、利用開始日や必要ユーザー数
などの監督職員への確認書類の提出は不要。（電話やメール等による確認で良い。）

書類作成 書類管理

書類提出

書類決裁

書類作成

ＡＳＰ
（情報共有システム）

• 全ての工事においてＡＳＰ（情報共有システム）を活用し、全ての書類は電子データで管理。

ＡＳＰのシステム選定にあたり書類の作成は不要

登録の確認にあたり書類の作成は不要

※ 紙の確認資料の提出は不要

• 工事完成時の登録は、完成検査の後に登録しても良い。（検査時に登録が完了している
必要はない）

書類は電子データで管理

• 監督職員がシステム上で登録内容の確認を行うと、システムから受注者あてにメールが
届く。
※ 署名、押印は不要であり、紙資料の打ち出し不要

• 担当技術者に変更があった場合は、次回の変更登録と併せて行えば良い。

３



指示 通知 提示

作成
時期

受注者 受注者
監督
職員

契約
担当
課

発注
担当
課

受注者
保管

電子
☆

紙
◎

1
【事例】
 工事のお知らせ（自治会、住民等へ
の周知）

共通仕様書1-1-1-39-7 － ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

2
【事例】
 関係機関（○○○）協議結果に基づ
く届出

共通仕様書1-1-1-39-2 - ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

3
【事例】
土壌汚染対策法第4条1項に基づく
届出

土壌汚染対策法第4条1項 - ○ ○

土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届
け出

4

【事例 概算概略発注等のため関係
機関協議が実施中、未了の場合】
関係機関（○○○）との設計・施工協
議

河川法、道路法、道路交通
法等の個別法

- ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

5

【事例 概算概略発注のため関係機
関協議が実施中、未了の場合】
 占用物件（○○○）の移設の調整、
監督処分

河川法、道路法 - ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

6
【事例】
 設計図書、条件明示と現地の不整
合による協議資料

共通仕様書1-1-1-3-2 - ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認

7

【事例】
 設計図書、条件明示と現地の不整
合による設計図修正（構造計算の伴
うものや大幅な修正）

共通仕様書1-1-1-17 - ○ ○

令和○年○月○日設計審査会で確認
個別の図面修正等について受発注者間で協議し役割
分担を決定
（受注者が実施する場合は、設計費用を発注者が負
担する。）

工事関係書類
の

標準様式（案）
（様式No）書類作成の根拠書　類　名　称

別紙様式－１５

工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）
※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること ▼不要

作
成
書
類
の
役
割
分
担

設
計
審
査
会
で
確
認

監督職
員

へ連絡

監督職
員

へ納品
No.

工事書類作成
媒体の

事前協議
提出

工　　　事　　　関　　　係　　　書　　　類 受注者作成書類の位置付け
発注者作成

書類の位置づけ
作成書類
役割分担

備　　考

種　　別 発注者 受注者

６．工事関係電子書類一覧表 （役割分担を明記）

５．設計審査会（工事着手前） は維持工事を含む全ての工事が対象

工事着手前の設計審査会で、発注者からスリム化ガイドの説明を実施
するとともに、受発注者が作成すべき書類を明確化し、役割分担を徹底

受注者

発注者

受注者の分担 発注者の分担

・工事のお知らせ

（自治会、住民等への周知）

・関係機関協議結果に基づく届出

・設計図書、条件明示と現場との

不整合による協議資料

設計審査会 （着手前）

役割分担を明確化

（事例）（事例）

協議に反映 ※ 受注者が実施する場合は、その設計費用を
発注者が負担する

・土壌汚染対策法第4条1項に

基づく届出

・【概算概略発注等のため関係機関

協議が実施中、未了の場合】

関係機関との設計・施工協議

占用物件の移設の調整、監督処分

・設計図書、条件明示と現場との不整合による

設計図書修正 （構造計算の伴うものや大幅な

修正）

設計審査会で確認した役割分担を協議（工事関係電子書類一覧表）に反映

• 維持工事を含む全ての工事を対象とする。なお、工事着手前の開催は必ずしも設計変更
の妥当性を審査する場ではないことから、設計照査の完了を待つ必要は無い。

「別紙様式-15」もASPで処理• 維持工事を含む全ての工事を対象とする。

「電子か紙か」 の協議は不要

※この役割分担（○の位置）は記載例であるため、設計審査会を踏まえて適切に反映する。
４



• 数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合については、
新たに変更施工計画書の作成、提出は不要。

７．施工計画書①

（ 軽微な変更の事例 ）

• 工期末の精算変更、施工方法の変更を伴わない工事中の数量の増工や工期のわずかな
変更、条ズレ、ページの変更等。

７．施工計画書②

７．施工計画書③

• 施工内容が確定されていない工種の施工計画書の提出は不要。

• 施工する内容が正式に指示されてから、施工計画書を提出すれば良い。

• 変更施工計画書は、変更が生じないページを改めて提出する必要は無い。
（最終的な変更施工計画書として統合、再提出を行う必要は無い。）

• 項目の追加等によるページ番号、項目番号等の修正を行う必要は無い。

施工計画書

概算・概略発注

○○○○工

○○○○工

実施工の無い概算・概略
範囲の施工計画書は不要

• 準備工の着手にあたっては、必要最小限の項目について施工計画書を提出すれば良い。

施工計画書

準備工着手にあたっての
必要項目

現場組織表

準備工の施工方法

安全管理

緊急時の体制及び対応

再生資源の利用の促進と

建設副産物の適正処理方法

（必要に応じ提出）

法定休日・所定休日

（週休二日の導入）
工事用道路

休憩所設置

変更施工計画書は、変更箇所のみを抜粋して提出すれば良い

変更施工計画書は、施工計画に大きく影響しない場合は提出不要

概算・概略数量発注を含め、設計照査の後に工事内容が確定されてか
ら施工計画書を作成し提出すれば良い

５



【受注者が実施する部分】

• 設計照査の結果を説明するための資料作成
（現地地形図、設計図書との対比図、取り合い図、施工図等）

８．設計図書の照査

【発注者が実施する部分】

• 照査結果により生じた、計画の見直し（比較検討表の作成含む）、
図面の再作成、構造計算の再計算、追加調査等
※ 受注者に作成を指示する場合は、その費用を発注者が負担する

詳細は 「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を参照

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000206.html

９．設計審査会等においてはＷＥＢ会議等を積極的に活用

• ＷＥＢ会議等を積極的に活用し、対面の場合は、説明資料は電子モニターやタブレット等
を活用することを基本とし、紙資料の準備は不要とする。

工
事
書
類

工
事
書
類

工
事
書
類

紙資料不要
電子化

電子モニター、タブレット等を活用

受注者

発注者

現地状況の動画や遠隔臨場の活用

設計審査会や各種打合せは、ＷＥＢ会議、電子モニター等を活用する

照査の結果により生じた、計画の見直し、図面の作成、構造計算、追
加調査等の書類作成は発注者の責任で実施

• 説明資料は既存の協議･照査資料の活用に努め、詳細図面や写真等に代えて動画の活
用や遠隔臨場を併せて実施することも可能。

多数の詳細図面や
写真等による説明

効率化

６



１０．ウィークリースタンスの実施

土日・深夜勤務等を抑制するために、ウィークリースタンスを実施する

詳細は 「工事現場環境改善実施要領」を参照

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html

• 全ての工事を対象とする。（災害復旧工事・維持工事等緊急を要する場合を除く）

• 工事現場環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について提出の上、
取り組むものとする。
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１１．工事打合せ簿①

• 概算・概略数量発注工事における詳細設計の指示資料、工事目的物の変更に伴う指示資
料は発注者が作成すべきものである。

【発注者が作成するべき書類】

照査結果により生じた

・ 計画の見直し

・ 図面の再作成

・ 構造計算の再計算

・ 追加調査 など

• 共通仕様書等、HP等で入手可能な一般的な基準類のコピーの添付は不要。

• 資料を添付する場合は、極力、既存図面や既存資料を活用。（内容が確認出来れば良い）

• 監督職員、現場技術員は、過度な説明用の資料の作成や添付を求めないこと。

１１．工事打合せ簿②

受注者
発注者

発議

※ 受注者に作成を指示する場合は、その費用を発注者が負担する

様式－９

（ ）

（内容）

・

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

します。

処
理 □その他

年月日：

□協議 □提出 □受理

発
注
者

上記について ■指示 □承諾

○○工の施工について

標記について添付図のとおり施工することを指示します。

添付図 葉、その他添付図書

発議事項
　■指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○橋梁下部工事

工 事 打 合 せ 簿

発議者 ■発注者 □受注者 発議年月日 ○○年○月○日

受注者
発注者

協議

既存資料、図面を添付

（内容が確認出来れば良い）
発注者は受注者に

過度な説明資料は求めない

共通仕様書等の一般的な

基準類のコピーの添付不要

発注者が発議する資料は、発注者が作成する

添付する資料は、必要最小限かつ簡潔で良い（確認出来れば良い）

様式－９

（ ）

（内容）

・

□協議

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

処
理 □その他

年月日：

□協議

回
答 □その他

年月日：

□提出 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □報告

□提出

添付図 葉、その他添付図書

します。□受理上記について □指示 □承諾

発
注
者

発議事項
　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ○○橋梁下部工事

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 ○○年○月○日

○○○○○の施工について

○○工事について、設計図書の深度に達する前に、○○が打ち込み不能となり、

○○工を添付のとおり施工したく、土木工事共通仕様書 ○－○－○－○　○項に基づき

協議します。

• 詳細図面や写真等に代えて動画を活用（添付）することも可能。
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１２．ワンデーレスポンス

• 工程に影響がある場合は、受注者において回答希望日を記載することとする。

回答日を通知することも
ワンデーレスポンス
（※ 回答日は目安でも可）

受注者から発注者への協議、相談は、「その日のうち」に回答
「その日のうちに」回答が困難な場合は、「回答日」を通知

詳細は 「ワンデーレスポンス実施の手引き」を参照

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html

※工程に影響がある場合は、受注者において回答希望日を
記載することとする。

上記については、関係機関と調整中のため、
令和７年４月１０日に回答する。

回答希望日：令和７年４月１０日

令和７年４月１日

②「その日のうち」に回答が困難な場合

は、回答が困難な理由及び回答日を通知

• 発注者は、回答希望日までの回答が困難な場合は、必要に応じて一時中止を指示する
ものとする。
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※「作業員名簿」は工事に携わる元請職員、下請職員ともに記載が必要

施工体制台帳の作成範囲

１３．施工体制台帳①

施工体制台帳、添付書類の提出は必要最小限とする

建設工事の請負契約に該当しない
資材納入、運搬業務、測量業務など
について作成の必要はない

施工体制台帳の構成

※直営施工の場合、施工体制台帳は作成不要

※具体な作成例は土木工事電子書類作成マニュアル添付資料を参照

○ 発注者との契約書の写し
○ 下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し（注文・請書及び基本契約書又は約款等の写し）

○ 元請負人の配置技術者が主任（監理）技術者資格を有することを証する書面
（監理技術者は、監理技術者資格証の写しに限る）

○ 監理技術者補佐を置いた場合は、監理技術者補佐資格を有することを証する書面
○ 専門技術者を置いた場合は、資格を有することを証する書面（国家資格等の技術検定合格証明証等の写し）

○ 元請の主任（監理）技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の雇用関係を証明できるものの写し
（資格者証の写し、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬

決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写し又はこれらに準ずる資料 ※出典：監理技術者制度運用マニュアル）

【 施工体制台帳に添付を必要とする書類 】 （建設業法施行規則第１４条の２第２項）
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監督職員、現場技術員、施工体制調査員は、書類の点検は電子データで行い、別途、紙の書
類の提示を求めないこと。また、「工事現場等における施工体制の点検要領」に基づき点検し、
点検に不要な書類の提示を求めないこと。

一次会社名
・事業者ID

（　次)会社名
・事業者ID

作　　業　　員　　名　　簿
（　　年　　月　　日作成)

元請
確認欄事業所の名称

・現場ID  本書面に記載した内容は、作業員名

簿として安全衛生管理や労働災害発生

時の緊急連絡・対応のために元請負業
者に提示することについて、記載者本

人は同意しています。

所長名 提出日　　　　　年　　　月　　　日

番
号

ふりがな

職
種

※

生年月日 健康保険 建設業退職金
共済制度

教　育・資　格・免　許 入場年月日

氏名 年金保険

年齢
中小企業退職金

共済制度

雇入・職長

特別教育
技能講習 免　許

受入教育

実施年月日技能者ID 雇用保険

年　月　日 年　月　日

歳 年　月　日

年　月　日 年　月　日

歳 年　月　日

年　月　日

歳

年　月　日

年　月　日

年　月　日 年　月　日

歳 年　月　日

年　月　日

歳

年　月　日

年　月　日

年　月　日

歳

年　月　日

年　月　日

年　月　日

年　月　日

歳 年　月　日

年　月　日

歳

年　月　日

年　月　日

作業員名簿 （併せて提出）

変更

１３．施工体制台帳②

• 他様式に変更が生じない場合は、工事着手時と工事完成時に提出すれば良い。

作業員名簿の資格・免許等の
添付書類は提出不要

「作業員名簿」の変更は、他の様式の変更のタイミングに
併せて提出すれば良い

提出不要

１３．施工体制台帳③ （施工体系図）

「作業員名簿」の変更は他様式の変更に併せて提出すれば良い
「作業員名簿」の添付書類は提出不要

＋

役割分担表

作成不要

工事担当技術者台帳

作成不要

１３．施工体制台帳④ （施工体制の点検）

施工体制の点検は電子データにより実施

施工体系図の作成・掲示にあたり、「工事担当技術者台帳」、「役割分
担表」の作成は不要

《参　考》 年月日：

自

至

健康保険
等の加入

状況

資格内容

事業所

整理記号
等

厚生年金保険健康保険営業所の名称区　分

加入　　未加入
適用除外

保険加入
の有無

雇用保険厚生年金保険健康保険

号 年　　月　　日　

施工体制台帳　様式例-1

施　工　体　制　台　帳

許可（更新）年月日許可業種 許可番号

工事業
第

大臣　特定

知事　一般

第

年　　月　　日　
工　期

年　　月　　日　
工事業

発注者名
及　び

住　所
〒

号

建設業の
許　可

下請契約

工事名称
及　び

工事内容

年　　月　　日　
契約日 年　　　月　　　日　

契　約
営業所

区分 名　　　称

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

住　　　所

元請契約

権限及び意見

申出方法
監督員名

現　場

代理人名

権限及び意見

申出方法

元請契約

専　門

技術者名

専　門

技術者名

発注者の

監督員名

権限及び意見

申出方法

監理技術者名

主任技術者名

専任
非専任

資格内容

担　当
工事内容

担　当
工事内容

大臣　特定

知事　一般

資格内容

資格内容

[事業所名・現場ID]

[会社名・事業者ID]

監理技術者補佐

名

雇用保険

下請契約

他の様式
変更

【 施工体制台帳に添付が不要な書類の事例 】

○ 建設業許可や警備業認定証の写し
○ 請負会社の厚生年金保険や雇用保険加入を証明するものの写し
○ 監理技術者などの技術者届の写し
○ 見積依頼書及び見積書（ただし、見積書は契約書に「別紙見積書のとおり」と記載されている

場合等、内訳書としての位置付けであれば添付すること）
○ 技術者配置要件以外の資格や実務経歴の写し
○ 警備業者との契約書及び警備員の資格の写し

○ 外国人就労者関係の書類（一号特定技能外国人建設現場入場届出書等）

１１

建設業法では施工体系図の作成・掲示は義務。 （様式：https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html）

樹状図形式（例） 表形式（例）



• 遠隔臨場の活用は、移動時間の軽減や立会の待ち時間の軽減となり、受注者にとっても、
発注者にとっても効率的な確認立会の実施に効果的。

１４．臨場確認② （段階確認、確認立会、材料確認）

• ただし、遠隔臨場の対象工事は、「監督職員が現場に行かなくて良い」ものではない。

• 遠隔臨場の活用により創出された時間を有効に活用し、監督職員は必要な現場の確認に
努めることが重要。

• 施工計画書作成段階で、受注者と発注者で必要な工種、頻度等を確認し、過度な臨場確
認を行わない。

１４．臨場確認① （段階確認、確認立会、材料確認）

施工計画書

・段階確認
○○○○
○○○○

・確認立会
○○○○
○○○○

・材料確認
○○○○
○○○○

施工計画書 打合せで
実施項目、頻度等を確認

施工計画書に反映

施工計画書に基づき
計画的に臨場確認

「取りあえず」の場当たりの
臨場確認は行わないこと

「臨場確認の必要性」を
よく確認する

遠隔臨場を活用し、効率的な施工管理を実施

施工計画書作成段階で実施項目、頻度等を確認

「建設現場における遠隔臨場 取組事例集」を参照

全国版：https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000858655.pdf
関東地方整備局版：https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000900995.pdf

※ 遠隔臨場の撮影時に「歩きスマホ」状態にならないよう留意する。
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様式－31

工　種

種　別 測定者 印

測定項目 測定項目 測定項目

規 格 値 -50 ～＋50 mm 規 格 値 -50 ～＋50 mm 規 格 値

測点又は区別

設 計 値

m

実 測 値

m

差

mm 測点又は区別

設 計 値

m

実 測 値

m

差

mm 測点又は区別 設計値 実測値 差
No,1 20.000 19.990 -10

平 均 値 20.000 20.001 1 No,2 20.000 20.020 20 平 均 値
最 大 値 20.000 20.030 30 No,3 20.000 20.030 30 最 大 値
最 小 値 20.000 19.990 -10 No,4 20.000 19.999 -1 最 小 値

最 多 値 20.000 19.995 -5 No,5 20.000 19.993 -7 最 多 値
データ数 n=10 No,6 20.000 19.995 -5 データ数
標準偏差 m±13.13 No,7 20.000 19.998 -2 標準偏差

No,8 20.000 19.995 -5
No,9 20.000 19.993 -7
No,10 20.000 19.997 -3

出　来　形　管　理　図　表

基準高　　Ｈ基準高　　Ｈ

略　　　　　　　図

　護岸工

　捨石張り工 関東三郎

測

点 N
o
,
1

N
o
,
2

N
o
,
3

N
o
,
4

N
o
,
5

N
o
,
6

N
o
,
7

N
o
,
8

N
o
,
9

N
o
,
1
0

設
計
値
と
の
差

-50

-30

-10

10

30

50

50% 80%

規格値

規格値

設計値

紙資料に手書した実測値

様式－31

工　種

種　別 測定者 印

測定項目 測定項目 測定項目

規 格 値 -50 ～＋50 mm 規 格 値 -50 ～＋50 mm 規 格 値

測点又は区別

設 計 値

m

実 測 値

m

差

mm 測点又は区別

設 計 値

m

実 測 値

m

差

mm 測点又は区別 設計値 実測値 差
No,1 20.000 19.990 -10

平 均 値 20.000 20.001 1 No,2 20.000 20.020 20 平 均 値
最 大 値 20.000 20.030 30 No,3 20.000 20.030 30 最 大 値
最 小 値 20.000 19.990 -10 No,4 20.000 19.999 -1 最 小 値

最 多 値 20.000 19.995 -5 No,5 20.000 19.993 -7 最 多 値
データ数 n=10 No,6 20.000 19.995 -5 データ数
標準偏差 m±13.13 No,7 20.000 19.998 -2 標準偏差

No,8 20.000 19.995 -5
No,9 20.000 19.993 -7
No,10 20.000 19.997 -3

出　来　形　管　理　図　表

基準高　　Ｈ基準高　　Ｈ

略　　　　　　　図

　護岸工

　捨石張り工 関東三郎

測

点 N
o
,
1

N
o
,
2

N
o
,
3

N
o
,
4

N
o
,
5

N
o
,
6

N
o
,
7

N
o
,
8

N
o
,
9

N
o
,
1
0

設
計
値
と
の
差

-50

-30

-10

10

30

50

50% 80%

規格値

規格値

設計値

▲ 監督職員、現場技術員は、
電子的な方法で実測値を記録

• 受注者は臨場確認のための新たな資料の作成は不要。

• 監督職員、現場技術員が臨場した場合、臨場時の状況写真は不要。

１４．臨場確認③ （段階確認、確認立会、材料確認）

１４．臨場確認④ （段階確認、確認立会、材料確認）

確認時の
新たな資料の

作成
（確認結果
記入様式等）

監督職員、現場技術員の臨場写真

確認書
様式No.3

　 　

条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。

印

　 　 　

監督職員名：

　 　 　

上記について、段階確認を実施し確認した。

監督職員名： 印

確　　認　　書

平成○○年○○月○○日

平成○○年○○月○○日

通　　知　　書

確 認 種 別 確 認 細 別 確認時期項目 確認時期予定日 確認実施日等

下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知する。

施工予定時期 記　　　事種　　　別 細　　　別 確認時期項目

段　階　確　認　書

施　工　予　定　表

平成○○年○○月○○日

特記仕様書第

請負業者名：
現場代理人名等：

工事名

• 監督職員、現場技術員が確認した実測値は、電子的な方法で記録。

１５．材料確認

• 設計図書（共通仕様書・特記仕様書）で「確認を受ける」と指定された材料以外は、不要。

設計図書
（共通仕様書・特記仕様書）で
指定された材料のみ実施

施工計画書の作成段階で実施項目、
確認頻度を確認しておく

監督職員、現場技術員の臨場写真、紙資料に手書きの実測値は不要

材料確認は、設計図書において指定された材料のみで良い

現場技術員が監督職員への説明に使用する資料は現場技術員が作成

添付するのは、
出来形管理図表
設計図等のみ

（事例）現場でのタブレット等を用いた電子的な記録（タッチペンによる手書き機能の活用を含む）

（参考） 現場技術員の業務内容 （工事監督支援業務 共通仕様書 抜粋）

・ 業務対象工事の契約の履行に必要な資料作成等

・ 業務対象工事の施工状況の照合等

・ 地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成

• 提出するミルシートは、電子ミルシートでも良い。

作成・添付不要

※ タブレットを所持していない場合等、従来のスキャニングして保存する方法を妨げるものではない

材料の品質を証明する資料も
設計図書で指定された材料のみ
提出すれば良い。
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１６．品質・出来形管理

• 品質証明書には、品質証明に関する試験成績報告書や製品カタログ等の書類の添付不要。

品質証明書 添付書類

・試験成績報告書
・製品カタログ
・臨場写真…等

添付不要

１７．品質証明

※品質証明員の押印、受注者の押印（社印）は不要

※電子データで作成し、電子データで提出する

（ 品質証明員が手書きで作成する必要は無い）

• 品質証明書に品質証明員の押印、受注者の押印（社印）は不要。

品質証明書の添付書類は提出不要 （検査時の添付書類の提示も不要）

「品質管理図表」 ・ 「出来形管理図表」 のみ提出すれば良い

• 完成検査においても添付書類の準備、提示は不要。

様式－３３
年月日： ○年○月○日

品　質　証　明　書

工事名 ： ○○○○工事

品　質　証　明　事　項 実　施　日 箇　　　　所 記　　　　事

　　　　　社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して

　　　　　いることを確認したので報告します。

受注者　住　所

氏　名

品　　質　　証　　明　　記　　事
品質証明員　氏名

・塗装膜厚測定表

・塗膜厚測定成績表

・コンクリート中の塩分測定表

・品質記録台帳

は、必要に応じて提出。

▲ ３次元技術を用いた出来形管理（面管理）の場合

様式－32

工　種

種　別 測定者 印

測定項目 測定項目 測定項目

規 格 値 規 格 値 規 格 値

測点又は区別

設計値
cm

実測値
cm

差
cm 測点又は区別

設計値
cm

実測値
cm

差
cm 測点又は区別

設計値
cm

実測値
cm

差
cm

11/5 AM 8.0 7.9 -0.1 11/10 AM 8.0 7.7 -0.3
平 均 値 8.0 8.0 0.0 11/5 PM 8.0 7.7 -0.3 11/10 PM 8.0 7.6 -0.4
最 大 値 8.0 9.2 1.2 11/6 AM 8.0 7.0 -1.0 11/10 AM 8.0 8.0 0.0
最 小 値 8.0 7.0 -1.0 11/6 PM 8.0 9.2 1.2 11/10 PM 8.0 8.2 0.2
最 多 値 8.0 7.7 -0.3 11/7 AM 8.0 8.2 0.2
データ数 n=14 11/7 PM 8.0 8.1 0.1
標準偏差 m±0.49 11/8 AM 8.0 7.7 -0.3

11/8 PM 8.0 7.7 -0.3
11/9 AM 8.0 8.1 0.1
11/9 PM 8.0 8.3 0.3

-2.5　～　2.5cm -2.5　～　2.5cm

セメント・コンクリート

関東三郎

略　　　　　　　図

レディーミクストコンクリート

品　質　管　理　図　表

スランプ　　Ｓ スランプ　　Ｓ
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測

点

設
計
値
と
の
差

-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

1
1

/
5

 A
M

1
1

/
5

 P
M

1
1

/
6

 A
M

1
1

/
6

 P
M

1
1

/
7

 A
M

1
1

/
7

 P
M

1
1

/
8

 A
M

1
1

/
8

 P
M

1
1

/
9

 A
M

1
1

/
9

 P
M

1
1

/
1

0
 A

M

1
1

/
1

0
 P

M

1
1

/
1

0
 A

M

1
1

/
1

0
 P

M

50% 80%

規格値

規格値

設計値

様式－31

工　種

種　別 測定者 印

測定項目 測定項目 測定項目

規 格 値 -50 ～＋50 mm 規 格 値 -50 ～＋50 mm 規 格 値

測点又は区別

設 計 値

m

実 測 値

m

差

mm 測点又は区別

設 計 値

m

実 測 値

m

差

mm 測点又は区別 設計値 実測値 差
No,1 20.000 19.990 -10

平 均 値 20.000 20.001 1 No,2 20.000 20.020 20 平 均 値
最 大 値 20.000 20.030 30 No,3 20.000 20.030 30 最 大 値
最 小 値 20.000 19.990 -10 No,4 20.000 19.999 -1 最 小 値
最 多 値 20.000 19.995 -5 No,5 20.000 19.993 -7 最 多 値
データ数 n=10 No,6 20.000 19.995 -5 データ数
標準偏差 m±13.13 No,7 20.000 19.998 -2 標準偏差

No,8 20.000 19.995 -5
No,9 20.000 19.993 -7
No,10 20.000 19.997 -3

出　来　形　管　理　図　表

基準高　　Ｈ基準高　　Ｈ

略　　　　　　　図

　護岸工

　捨石張り工 関東三郎
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品質管理図表

出来形管理図表（断面管理）出来形管理図表（面管理）

• 数値を証明する計測状況写真の添付は不要。
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１８．工事履行報告書

実施工程％は、「請負代金額」と「現場で施工した金額」で算出

• 受発注者間での工程の確認は、実施工程表で実施。

※ 実施工程表は、提出不要とし、「提示」とする

• 実施工程％の根拠資料の添付は不要。

実施工程％ ＝
請負代金額

現場で施工した金額

※ 先行指示等による増減額があった場合、指示書に
記載された概算金額を「請負代金額」に含めて算出
するなど現場の実態に合わせても良い。

※ 準備工段階（工場製作含む）であっても、金額が発生
している場合は「現場で施工した金額」に計上する。
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• また、工場製作中などで現場作業が無い場合、
現場の週間工程表の作成は不要とする。

２０．週間工程表

週間工程表は任意様式とし、必要以上の工程の記載は不要

• 週間工程表は休日・夜間作業の確認の他、
監督職員の段階確認、確認・立会等の調整に
必要な最低限の工程とし、必要以上の記載を
求めないこと。

• 受注者による任意様式を基本とする。

・様式の指定がある場合は

事前に行う

・工程は必要以上の記載を

求めない

• 様式の指定が必要な場合は事前に行い、
受注者に作業の手戻りを生じさせないこと。

１９．休日・夜間作業届② （現道上以外の工事）

• 工事打合せ簿の作成は不要。

現道上の工事以外の工事は、週間工程会議やＡＳＰによる監督職員へ
の事前の「連絡」で良い （※口頭のみでの連絡は不可）

１９．休日・夜間作業届① （現道上の工事）

• 現道上の作業届は、週間工程表等の「作業日」、「作業時間」、「作業場所」、「作業内容」が
把握出来る資料を提出すれば良い。

週間工程表等
※作業日毎に提出する必要は無く、

確定している作業日を集約して
提出しても良い

・「作業日」

・「作業時間」

・「作業場所」

・「作業内容」

の記載があれば良い

現道上の工事は、週間工程表等を提出すれば良い

様式－９

（ ）

（内容）

・

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 ○○年○月○日

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　■提出

□その他

工事名 ○○橋梁下部工事

上記について □指示 □承諾

現道上の夜間作業について

標記について、土木工事共通仕様書　１－１－１－３７　１項に基づき添付のとおり提出

します。（夜間作業期間　○○年○月○日～○○年○月○日）

添付図 葉、その他添付図書

□協議

します。

処
理 □その他

年月日：

□協議 □提出 □受理

発
注
者

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者
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２２．排出ガス対策型・低騒音型建設機械の写真

排ガス・低騒音機械確認写真

メ－カ－名 ○○○○○
形 式 名 ○○○○○○
指定番号 ○○○○○

２４．安全教育・訓練等の実施状況資料

• 安全教育及び安全訓練等の実施状況を記録した資料は、受注者が整備・保管するが、
監督職員の請求があった場合に提示出来る体制とし、提出は不要。

２３．特殊車両通行許可証

２１．産業廃棄物管理表（マニフェスト）

• 契約数量の根拠としてもマニフェストのコピーの提出は不要。

• 契約数量の根拠は、集計表のみの提出とし、マニフェストの提示を受けた監督職員、現場
技術員が集計表を確認。

• 監督職員への提示は電子マニフェストでも可とする。

写真撮影不要

２５．支給品・貸与品

• 受領又は借用後に、受領書又は借用書を監督職員を通じて発注者に提出すれば良い。

• 施工プロセスチェックリスト確認は、監督職員、現場技術員が現場で稼働している建設機械
を確認。 （監督職員、現場技術員は写真の提示を求めないこと。）

マニフェストは監督職員への提示のみ、コピーの提出は不要

使用する建設機械の写真撮影は不要

安全教育・訓練等の実施状況資料は提出不要

支給品・貸与品の 「要求」 について書類の作成は不要

許可証は監督職員から請求があった場合のみ提示、提出は不要

• 特殊車両の走行中の写真撮影は不要。
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様式－９

（ ）

（内容）

・

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

します。

処
理 □その他

年月日：

□協議 □提出 ■受理

添付図 葉、その他添付図書

発
注
者

上記について □指示 □承諾

イメージアップ実施報告の提出について

標記について、特記仕様書○○条に基づき、イメージアップ実施報告を提出いたします。

発議事項
　□指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　■提出

□その他

工事名 ○○橋梁下部工事

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 ○○年○月○日

２７．創意工夫・社会性等に関する実施状況

• １０項目を超過した提出は認めない。

２６．工事現場の現場環境改善

実施報告書

• 土木工事写真管理基準に基づき撮影した写真は必要。

作成不要

• 「自ら立案実施した創意工夫や技術力」及び「地域社会や住民に対する貢献」として評価
できる項目について、１工事につき最大１０項目まで提出可能。

１０項目を超えた提出は不可

創意工夫・社会性に関する実施状況

説明資料は簡潔に作成し、最大でも１０項目までの提出

実施報告書、実施写真（様式にまとめたもの）は作成不要

様式－３４(1)

  　工　事　名  受注者名

項　　　目 評価内容

 □創意工夫 □施工

□新技術活用

□品質

□安全衛生

□働き方改革

□社会性等 □地域への貢献等

・交通事故防止の工夫

・環境保全の工夫　等

地域社会や住民に
対する貢献

・地域住民とのコミュニケーション

・災害時など地域への支援・行政などによる救援活　動への協力  等

・現場環境の周辺地域との調和

・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫

・配筋、溶接作業等の工夫　等

・若手や女性技術者の登録など、担い手確保に向けた取り組み

・周辺環境への配慮

・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫

・仮設備の工夫

・作業環境の改善

・コンクリートの材料、打設、養生の工夫

ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、

・試行技術の活用

・「少実績優良技術」の活用

・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」　の活用

・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術　の活用

・土工、設備、電気の品質向上の工夫

創意工夫・社会性等に関する実施状況

実施内容

・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫

・コンクリート二次製品等の代替材の適用

・施工方法の工夫、施工環境の改善

 自ら立案実施した
創意工夫や技術力

・仮設備計画の工夫

・施工管理の工夫

・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用　等
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２８．工事検査①

２８．工事検査②

• 工事概要説明資料（ダイジェスト版）等の工事検査のために新たな資料の作成不要。

２８．工事検査③

• 書類の見栄えや多さは、工事成績評定に影響しない。

工
事
書
類

工
事
書
類

工
事
書
類

紙資料不要

• 発注者（監督職員、検査職員、現場技術員）は、不要な書類の提出、提示は求めないこと。

• 検査職員は、電子データで検査を行い、別途、紙の書類の提示を求めないこと。

不要な書類を作成しても工事成績評定では評価されない

工事検査は電子データにより実施

工事検査は「書類限定検査」を標準とし、１０書類に限定して検査

• 完成検査、既済部分検査、完済部分検査、中間検査を対象に、資料検査に必要な書類を
限定し、監督職員と検査職員の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等
の書類削減により効率化を図る。

• １０種類以外の追加書類を求める必要がある場合は検査通知前に受注者に通知すること。

• 土木工事電子書類作成マニュアル及び本ガイドにおいて不要としている書類を作成しても
工事成績評定では評価されない。

全ての工事（港湾、空港、官庁営繕工事を除く）
について実施。
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２９．オンライン電子納品

電子成果品は、ＡＳＰ（情報共有システム）を活用して納品

• 原則全ての工事において、電子成果品はＡＳＰ（情報共有システム）を活用し納品。

• 従来のCD-R等の電子媒体は不要。

• ただし、情報共有システムの制限や通信回線の事情等でオンライン電子納品を実施でき
ないことが判明した場合、受発注者協議のうえ、電子媒体に格納して納品する。

• 工事完成図、台帳の紙出力しての納品は不要。

• 工事写真は従来どおり電子媒体に格納し提出。（電子成果品ではないため）
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• 「土木工事電子書類スリム化ガイド」及び「土木工事電子書類作成マニュアル」は特記仕

様書に基づく”契約図書”です。ス

• スリム化ガイド等に反する書類作成の指示等は、いわゆる“お願いベース”であっても

原則出来ません。

• 追加の書類作成を行う場合は、発注者は工事着手前の設計審査会に諮った上で指示す

ることとし、設計変更の対象とします。

３０．発注者等からの誤った指摘事例①

スリム化ガイドの目的に反する指摘等は厳に慎むこと

【 スリム化ガイドの目的に明らかに逆行、もしくは記載内容に明らかに反した指摘事例】

事例１） ➢１４．臨場確認①（段階確認、確認立会、材料確認） 関連

段階確認、確認・立会について、設計図書に記載の無い内容の確認・立会を要求された。
設計図書を基本とし、施工計画書作成段階で、受発注者で必要な工種、頻度等を確認してください。

事例２） ➢１４．臨場確認③ 関連

臨場確認時の写真の添付や、立会した結果を再度データ入力しASPに添付するように指導された。
受注者は臨場確認時の状況写真や、臨場確認のための新たな資料の作成は不要です。立会結果は

現場でのタブレット等を用いた電子的な記録とし、受注者側で再度データ入力する必要はありません。

事例３） ➢１５．材料確認 関連

材料の品質規格証明資料について、指定材料以外も提出を要求された。
設計図書（共通仕様書・特記仕様書）で提出を指定された材料以外は提出不要です。

事例４） ➢１７．品質照明 関連

品質証明書への押印、自筆での名前等の記載を求められた。

また、品質証明書の通り品質証明員が確認を実施していることを確認できる
根拠資料の提示を求められた。
品質証明書への押印、自筆での名前等の記載及び根拠資料の提示は不要です。

また、完成検査時においても根拠資料の準備、提示は不要です。

事例５） ➢１８．工事履行報告書 関連

工事履行報告書に、実施工程表を添付するよう要求された。
実施工程表は提出不要としているため、工事履行報告書への添付は不要です。

事例６） ➢２８．工事検査① 関連

書類限定検査の際に、１０種類以外の書類（建退共の受け払い状況や下請けの月ごとの出来高確認

方法、安全関係処理の紙ファイル等）を要求された。
書類限定検査の場合、１０種類以外の書類の提示は不要です。追加書類を求める必要がある場合は

検査通知前に受注者に通知することとなっています。

事例７） ➢２８．工事検査③ 関連

検査時に工事概要書（ダイジェスト版）の作成を求められた。
工事検査のために新たな資料作成は不要です。

事例８） ➢２９．オンライン電子納品 関連

工事完成図書について、電子納品と紙の両方を求められた。
紙出力しての納品は不要です。工事検査においても電子データにより実施することとしています。

凡例 ：受注者に対する発注者等からの誤った指摘や要求内容
：スリム化ガイドに基づく見解、解説

ルール違反はＮＧ！
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スリム化ガイドの都合のいい解釈や作業の手戻りを生じさせないこと

３０．発注者等からの誤った指摘事例②

スリム化ガイド等に反する指摘等を受けた場合は、スリム化ガイドを発注者等
へ提示し共通認識を得てください。
スリム化ガイドを提示しても発注者等と共通認識を得られない場合は、関東
地方整備局 企画部 技術調査課までご報告をお願い致します。

【 発注者等での都合のいい解釈や、作業の手戻りが生じ、過度な負担となった事例】

事例１）
「協議書が必要かもしれない」、「作成不要だがあったほうが良い」と言われた。
設計図書で指定のない書類は作成不要です。発注者等も曖昧な指示を行わないこととします。

事例２）
協議資料に添付する書類は必要最小限かつ簡潔で良いとなっているが、内容確認のために多数の

写真や詳細図面・概算金額・変更数量等を求められた。
「設計審査会にこの資料がないと副所長は納得しない」、「本官工事のため本局への説明に必要」、
「誰が見ても理解出来るように」等の理由で資料を求めないこと。内部説明のためだけに必要な資料は
発注者が自ら作成することが基本です。受注者が作成する場合は協議の対象とします。

事例３）
標準様式に無い様式は任意様式だが、自社の書式で提出したところ、後から出張所オリジナルの様式
や他社の様式に合わせて欲しいと要求され、作業の手戻りが生じた。
例）週休2日制の報告書、工事のお知らせ(回覧チラシ)、熱中症対策に資する現場管理費の補正報告書、

設計照査様式、設計審査会資料 など
様式の指定が必要な場合は事前に行うこと。

事例４）
ここをこう直してほしいと明確にしていただければ、同じ書類を何度も直さなくて済みます。また別の個所

で指摘を受けて再度直すというようなことが何度も続く。
書類の修正が必要な場合は修正内容を明確に指示するようにします。「こんなニュアンスで修正してほ

しい」等の曖昧な指示を行わないこととします。

事例５）
金曜日の16時ごろに図面の修正指示がメールであり、月曜日に提出を求められる事例が多くある。
工事現場環境改善の観点から、休日、ノー残業デーの業務時間外に作業しなければならない期限を設

定しないこととしています。 （それ以外においても同様な対応とすることが望ましい）

• スリム化ガイドの内容を発注者等で拡大解釈し、受注者へ過度な負担を掛けないこと。

• 受注者の作業の手戻りにならないよう、様式の指定が必要な場合は事前に行うこと。

凡例 ：受注者に対する発注者等からの誤った指摘や要求内容
：スリム化ガイドに基づく見解、解説
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受注者が負担と感じている事例は必要に応じて改善対応を行うこと

３１．受注者が負担と感じている事例

【受注者が負担と感じている事例】

• 発注者は同様の事例で受注者へ負担を掛けることのないよう努めるとともに、必要に応じ

て改善対応を行うものとする。

事例１）
ワンデーレスポンスの実施について、協議事項についてその日のうちに回答日もなく、こちらから訪ねて

もなかなか回答が返ってこないことが度々あった。

事例２）
設計審査会開催までに、出張所での打合せ→事務所担当課での打合せ→本打合せと３段階行っており、

その都度、打合せ、内容説明、打合せ資料の修正が発生しており、時間と労力を消費している。

事例３）
発注者用の所内会議資料作成（毎月）、関係する第三者への説明資料作成（施工ステップのマンガ化）を

求められた。

事例４）
現場技術員より、監督職員が検査職員に検査前に説明する資料として、中間技術検査対象範囲図及び

数量内訳書の他に、検査時に測定可能箇所の図面明示や、出来形管理図表の中で測定可能箇所をピッ
クアップをした書類の提出を求められた。

事例５）
発注者の異動に伴い、今までの協議の経緯の説明や関係機関協議の経緯を説明するのが負担となる。

発注者側で、ある程度は引継ぎしてほしい。

事例６）
当初設計からの変更事項について口答指示を受けたが、 本来なら発注者側から先行指示されるべきと

ころ、「その変更の内容を精査して受注者側から協議してください」と当然のように指示があった。

事例７）
この出張所のローカルルールだからと言われ、地元住民に対する過度な工事説明等を求められた。

その他、ローカルルールと称してスリム化ガイドと異なった運用が見受けられております。
・工事履行報告書への実施工程表の添付 ・ASP選定の書類作成
・施工体制台帳における役割分担表の作成 ・ダイジェスト版の作成
・オンライン電子納品のCD-R等の媒体作成 ・工事完成図の製本 など

過度な負担はＮＧ！

２３



令和　　年　　月　　日

会 社 名

現場（会社）での役職

氏 名

工 事 件 名

工 期 令和　　年　　月　　日　　～　　令和　　年　　月　　日

発 注 事 務 所

意
見
内
容

意見内容を具体的に記載してください。
記載可能な範囲で結構です。

・スリム化ガイドの項目名
・不明確な点、改善した方が良い点または反映した方が良い点の
　具体的な内容
・上記を踏まえ、スリム化ガイドにどのように記載した方が良いか

など

お問い合わせ先

電話：048-600-1332
国土交通省　関東地方整備局　企画部　技術調査課　施工体制・現場管理係

土木工事電子書類スリム化ガイドについての意見様式
（本様式について）
１．スリム化ガイドを現場で活用した結果、不明確な点、改善した方が良い点、反映した方が良
い点等があった場合の意見様式です。
２．スリム化ガイドの改定の参考として使用するため、回答は行っておりません。

(記載内容の取り扱いについて）
１．報告をされたことにより、当局から会社及び個人に対し、不利益となる取り扱いをすることは
一切ありません。
２．なお、いただいたご意見は、スリム化ガイドへ事例として掲載する場合があります。

※　対象工事は、関東地方整備局（港湾空港関係、営繕関係を除く）工事に限ります。

記 載 年 月 日

意
見
者
情
報

工
事
情
報

【試行】土木工事電子書類スリム化ガイドについての意見募集

• スリム化ガイドについてのご意見を、試行的に以下の様式にて募集を行います。

• いただいたご意見は、スリム化ガイド改定の参考とさせていただきます。

意見の提出方法は関東地方整備局HPに掲載しています

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html
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令和３年９月 初版

令和５年７月 第二版

令和６年３月 第三版

令和７年３月 第四版

令和８年３月 第五版

「土木工事電子書類作成マニュアル」 はコチラ

▼ 関東地方整備局HP

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html

問い合せ先

関東地方整備局 企画部 技術調査課
ＴＥＬ：０４８－６０１－３１５１（代）


